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　私は税理士事務所を開業して60年に成ろうとしております。板橋支
部のよろず相談会の相談担当のご指名も、何回目か記憶にありません。
　今回、「参加記」のご依頼を何かのご縁で受けました。何を記述して良
いか解りませんが感じたままを記述しました。
　先ず感じた事は、相談者が高齢の方が多い事、相談内容説明の為の
資料が不足しており、その説明が解りにくい事、相談内容を理解して説
明をしてもなかなか理解して頂けない事、等々………
　相談の内容は「相続税」関連が多いのですが、相談に必要な資料を一切用意せずに相談にみえる方もいます。相
談申し込みの受付者より「必要な資料」を持参する旨の説明があった筈とお聴きすると「何も用意する必要は無い」
と言われたとの事です。私は受付担当者の方がその様な説明をする事は無いと理解しております。
　また、本件、よろず相談会の相談担当者は「税理士」ですので、税に関係の無い相談案件については、受付担当者
がその旨を判断し、相談者に説明をする必要があると考えております。
　相談案件の多い「相続税関連」は特に注意が必要と思います。相続人同士の遺産分割の争い等はその典型です。
よろず相談会では対応が出来ない案件です。
　以上、よろず相談会の受付担当の仕組みを含めて再検討の必要があると感じました。

よろず相談会参加記 渡辺　勲（４班）

　「税を考える週間」が１１月１１日から１７日まで開
催され、板橋区においては税務関係機関及び税務関係
六団体との共同事業が行われました。１１日の開始日
には板橋区役所１階にて大東文化大学第一高校書道
部の皆様の書道パフォーマンスが披露されました。ま
た、同所において「くらしと税
金展」が１３日・１４日の両日
に開催されており、板橋支部で
は税の無料相談のコーナーを
両日にわたって設け、区民の皆
様への税に関する啓発活動に
参加致しました。

税を考える週間

納税表彰式

４名の方が板橋支部より表彰
されました。

奥積賢一会員
奥積理香会員
坂田　映会員
宗像勝巳会員
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